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年
ぶ
り
に
昨
年
復
活

１７
し
た
市
民
駅
伝
が
先
月
盛

大
に
行
わ
れ
た
。
中
学
生

か
ら
高
齢
者
を
含
め
た
駅

伝
だ
。
参
加
は
過
去
最
大

の　

チ
ー
ム
。
企
業
２
社

７７
の
協
賛
も
あ
り
、
中
央
公

民
館
広
場
は
華
や
ぎ
、
お

祭
り
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

私
も
、
市
役
所
チ
ー
ム

と
し
て
参
加
し
た
。
最
初

か
ら
最
後
ま
で
気
が
抜
け

な
か
っ
た
。
沿
道
の
力
強

い
声
援
に
応
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

か
ら
、
オ
ー
バ
ー
ペ
ー
ス

で
苦
労
し
た
人
も
い
た
。

私
も
そ
の
一
人
だ
。

　

と
に
か
く
、
協
力
し
て

い
た
だ
い
た
関
係
者
に
感

謝
し
た
い
。

小
平
市
長 市

民
駅
伝

�
�
�
�
�
�
�

�
児
童
手
当
な
ど
は
、
次
の
児

童
を
扶
養
し
て
い
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す

▽
児
童
手
当
（
特
例
給
付
・
小

学
校
修
了
前
特
例
給
付
を
含

む
）
…
小
学
校
修
了
前
の
児
童

（　

歳
到
達
後
最
初
の
３
月　

１２

３１

日
ま
で
の
児
童
）

▽
育
成
手
当
…　

歳
到
達
後
最

１８

初
の
３
月　

日
ま
で
の
次
の
い

３１

ず
れ
か
の
状
態
に
あ
る
児
童

�
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

�
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明

�
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る

�
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
出
生

（
認
知
し
た
父
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
場
合
を
除
く
）

�
父
母
が
離
婚
し
た

�
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る

�
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
（
お
お
む
ね
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
）

▽
障
害
手
当
…　

歳
未
満
で
心

２０

身
に
障
が
い
が
あ
り
、
そ
の
程

度
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
児
童

�
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

程
度

�
愛
の
手
帳
１
〜
３
度
程
度

�
脳
性
ま
ひ
ま
た
は
進
行
性
筋

い
し
ゅ
く
症

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
出
生
、

転
入
な
ど
に
よ
り
、
変
更
ま
た

は
新
た
に
手
当
の
支
給
要
件
に

該
当
す
る
方
は
、
申
請
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

 
対　

象　

幼
児
、
保
護
者
と
も

に
市
内
に
住
民
登
録
、
外
国
人

登
録
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
幼
児

▽
公
的
負
担
ま
た
は
補
助
の
な

い
幼
児
施
設
へ
通
園
し
て
い
る

３
〜
５
歳
の
幼
児
（
平
成　

年
１３

４
月
２
日
〜
平
成　

年
４
月
１

１６

日
生
ま
れ
）

▽
在
宅
児
で
４
歳
、
５
歳
の
幼

児
（
平
成　

年
４
月
２
日
〜
平

１３

成　

年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

１５
※
年
齢
は
、
平
成　

年
４
月
１

１９

日
現
在
の
満
年
齢
で
す
。

※
幼
稚
園
、
保
育
園
に
通
園
し

て
い
る
幼
児
は
対
象
外
で
す
。

幼
児
養
育
費
の

申
請
は
お
早
め
に

お
済
み
で
な
い
場
合
は
、
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
の
制
度
も
所
得
制
限

（
右
表
）が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な

い
、
ほ
か
の
医
療
費
助
成
を
受

け
て
い
る
な
ど
、
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

 　

現
在
、
児
童
手
当
、
児
童
育

成
手
当
（
育
成
手
当
、
障
害
手

当
）
を
受
給
し
て
い
る
方
に
、

２
月
８
日
付
で
指
定
の
口
座
に

手
当
を
振
り
込
み
ま
し
た
。

今
月
は
児
童
手
当
、

児
童
育
成
手
当
の

支

給

月

で

す

の
末
日
以
前
ま
た
は
一
定
以
上

の
障
が
い
が
あ
る　

歳
未
満
）

２０

を
養
育
し
て
い
る
家
庭
に
対
し

て
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成
す

る
制
度
で
す
。

�
父
母
が
離
婚
し
た

�
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

�
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が

い
が
あ
る
（
お
お
む
ね
身
体
障

害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度
）

�
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら

か
で
な
い

�
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る

�
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る

�
母
が
婚
姻
せ
ず
に
出
生
し
た

※
�
〜
�
に
該
当
し
て
い
て

も
、
状
況
に
よ
り
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

成
制
度

　

市
内
に
住
所
が
あ
る
小
・
中

学
生
が
病
院
な
ど
で
受
診
す
る

際
に
、
健
康
保
険
証
と
「
�子
 

医

療
証
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

自
己
負
担
が
３
割
か
ら
２
割
に

軽
減
さ
れ
る
制
度
で
す
。

◇　
　
　

◇

　

対
象
と
な
る
方
で
、
申
請
が

�
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成

制
度

　

次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ

る
児
童
（　

歳
に
な
っ
た
年
度

１８

※
補
助
金
の
対
象
と
な
る
幼
児

施
設
に
は
、
一
定
の
基
準
が
あ

り
ま
す
。

補
助
金
額　

月
額
３
千
３
百
円

申
請
方
法　

３
月
７
日
（
金
）

ま
で
に
、
印
鑑
お
よ
び
保
護
者

の
銀
行
口
座
番
号
が
わ
か
る
も

の
を
持
参
の
う
え
、
児
童
課
、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市

役
所
の
い
ず
れ
か
へ

※
期
間
中
に
窓
口
に
来
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
は
、
問
合
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
４

 
�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電

話
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
子
ど
も
を

守
る
た
め
に

と　

き　

３
月
８
日
（
土
）　

午
後
２
時
〜
３
時　

分　

１
時

３０

青
少
年
健
全
育
成

講

演

会

　

分
開
場

３０と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

講　

師　

高
尾
栄
治
さ
ん
（
日

本
ア
イ
・
ビ
ー
・
エ
ム
�
）

費　

用　

無
料

対　

象　

小
・
中
学
生
や
高
校

生
の
保
護
者
な
ど

定　

員　

百　

人
３０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
先

着
順
）

問
合
せ　

青
少
年
男
女
平
等
課

�　

（
３
４
６
）
９
６
１
８

０４２

 
�
遊
び
ま
し
ょ
う　

絵
本
の
中

の
お
友
だ
ち

と　

き　

３
月　

日
（
木
）　

１３

午
前　

時
〜　

時　

分

１０

１１

３０

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

親

子

で

学

ぶ

家
庭
の
し
つ
け

シ

リ

ー

ズ

Ⅶ

子
育
て
支
援

※
乳
幼
児
の
お
子
さ
ん
連
れ
の

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。

内　

容　
「
小
さ
な
お
は
な
し

会
」
の
皆
さ
ん
に
よ
る
絵
本
の

読
み
聞
か
せ
と
手
遊
び

主　

催　

小
平
更
生
保
護
女
性

会後　

援　

小
平
市
、
小
平
保
護

司
会

問
合
せ　

中
里
�　

（
３
４
１
）

０４２

５
０
５
０

 
�
第
３
回　

子
育
て
支
援
協
議

会日　

程　

３
月　

日
（
火
）　

１１

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分
…

３０

３０

市
役
所
３
階
庁
議
室

定　

員　
　

人
１０

傍
聴
申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
２
１

審
議
会
な
ど
の

審
議
会
な
ど
の

日

程

日

程

職
員
課
人
事
係
（
市
役
所
３

階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所
で
配

布
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
送
付
で
請
求
す
る
場
合
は
、

応
募
職
種
を
明
記
の
う
え
、
百

　

円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封

２０筒
（
角
形
２
号
）
を
同
封
し
て
、

問
合
せ
先
へ
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

採
用
試
験
要
項
・
試
験
申
込
書

類
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
み　

持
参
、
送
付
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
み
が

で
き
ま
す
。
詳
細
は
、
採
用
試

験
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

職
員
課
人
事
係
（
〒

　

�
８
７
０
１　

小
平
市
役

１８７所
）
�　

（
３
４
６
）９
５
１
４

０４２

 
�
学
童
ク
ラ
ブ
指
導
員
の
補
助

お
よ
び
児
童
の
保
育

職
務
内
容　

市
立
小
学
校
に
併

設
し
て
い
る
学
童
ク
ラ
ブ
で
の

小
学
校
低
学
年
児
童
の
保
育

応
募
資
格　

健
康
で
、
障
が
い

児
な
ど
に
理
解
の
あ
る
方

勤
務
期
間　

３
月　

日
（
火
）

２５

〜
４
月
５
日
（
土
）
の　

日
間

１１

（
日
曜
日
を
除
く
）

勤
務
時
間　

�
午
前
８
時　

分
３０

〜
午
後
１
時　

分
（
４
月
２
日

３０

〜
５
日
は
勤
務
な
し
）

�
午
後
１
時
〜
６
時
（
４
月
２

日
〜
５
日
の
み
午
後
４
時
〜
６

時
）

�
午
後
４
時
〜
６
時

募
集
人
数　

�
〜
�
い
ず
れ
も

　

人
程
度

２５賃　

金　

時
給
８
百　

円
（
交

９０

通
費
の
支
給
な
し
）

春
休
み
臨
時
職
員
募
集

学
童
ク
ラ
ブ

※
採
用
者
に
は
、
後
日
、
事
前

説
明
会
を
行
い
ま
す
。

申
込
み　

履
歴
書
（
写
真
を
は

っ
た
も
の
）
を
問
合
せ
先
へ
本

人
が
持
参

問
合
せ　

児
童
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
４
３

 
募
集
職
種
、
採
用
予
定
人
数　

下
表
の
と
お
り

試
験
日　

４
月
６
日
（
日
）

※
受
験
資
格
、
提
出
書
類
な
ど

は
、
採
用
試
験
要
項
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

採
用
試
験
要
項
・
申
込
書
の
配

布　

３
月　

日
（
月
）
ま
で
、

１７

�����

平成２０年度
７ 月 採 用

　

防
犯
に
関
す
る
基
礎
的
な
知

識
と
技
術
を
持
ち
、
地
域
で
の

自
主
的
な
防
犯
活
動
の
中
心
的

役
割
を
担
う
こ
と
の
で
き
る
人

材
を
養
成
す
る
た
め
の
研
修
会

で
す
。

と　

き　

３
月　

日
（
土
）　

１５

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
１
階
視

聴
覚
室

費　

用　

無
料

定　

員　
　

人
３０

内　

容　

▽
講
義
「
地
域
で
取

り
組
む
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ

く
り
」　

▽
地
域
防
犯
に
関
す

る
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン講　

師　

小
出
治
さ
ん
（
東
京

大
学
大
学
院
教
授
）

※
ほ
か
に
、
小
平
警
察
署
に
よ

る
小
平
市
の
犯
罪
発
生
状
況
に

関
す
る
講
話
を
予
定
。

申
込
み　

３
月
７
日
（
金
）
ま

で
に
、
防
災
安
全
課
へ
（
電
話

可
、
先
着
順
）
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
１
９

 
と　

き　

３
月　

日
（
水
）　

１９

午
前　

時
〜　

時　

分
、
午
後

１０

１１

３０

１
時　

分
〜
３
時

３０

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー
４
階

視
聴
覚
室

費　

用　

無
料

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方

定　

員　

各　

人
２０

内　

容　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法

と
心
肺
そ
せ
い
法

※
動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

講　

師　

小
平
消
防
署
職
員

申
込
み　

健
康
セ
ン
タ
ー
へ

（
先
着
順
）
�　

（
３
４
６
）

０４２

３
７
０
０

Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
会

 　

バ
イ
ク
な
ど
に
か
か
る
軽
自

動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

使
用
し
な
い
車
両
や
使
用
不

能
な
車
両
を
お
持
ち
の
方
は
、

３
月　

日
（
月
）
ま
で
に
廃
車

３１

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
次
の
窓
口
で
手
続
き
を

▽
百　

�
以
下
の
二
輪
車
…
市

２５

役
所
税
務
課
庶
務
係

▽
百　

�
を
超
え
る
二
輪
車
…

２５

東
京
陸
運
支
局
多
摩
自
動
車
検

使

用

し

な

い

バ

イ

ク

な

ど

は

３

月

中

に

廃
車
の
手
続
き
を

査
登
録
事
務
所
�
０
５
０
（
５

５
４
０
）
２
０
３
３

▽
軽
三
輪
・
軽
四
輪
車
…
軽
自

動
車
検
査
協
会
多
摩
支
所
�
０

４
２
（
５
２
５
）
４
３
６
０

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
１

 　

限
ら
れ
た
道
路
を
広
く
使
っ

て
、
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

３
月
を
「
道
路
交
通
環
境
整
備

強
化
推
進
期
間
」
と
し
て
、
道

路
を
き
れ
い
に
す
る
運
動
を
実

施
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▽
道
路
に
物
を
置
か
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
道
路
上
に
商

道
路
環
境
整
備
に

ご

協

力

を

品
や
看
板
を
置
く
こ
と
は
、
通

行
の
妨
害
と
な
り
、
法
令
で
禁

じ
ら
れ
て
い
ま
す

▽
放
置
駐
車
は
、
や
め
ま
し
ょ

う
。
路
上
に
放
置
駐
車
し
て
あ

る
自
動
車
や
オ
ー
ト
バ
イ
、
自

転
車
は
、
交
通
渋
滞
を
も
た
ら

し
、
交
通
事
故
発
生
の
原
因
に

も
な
り
ま
す

▽
庭
木
や
生
け
垣
の
せ
ん
て
い

を
し
ま
し
ょ
う
。
道
路
に
は
み

出
し
た
庭
木
の
枝
や
生
け
垣

は
、
信
号
機
や
標
識
を
見
え
に

く
く
し
た
り
、
歩
行
者
や
自
転

車
の
通
行
を
妨
げ
た
り
し
ま
す

問
合
せ　

小
平
警
察
署
交
通
課

�　

（
３
４
３
）
０
１
１
０
、

０４２
交
通
対
策
課
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
２
７
、
み
ち
づ
く
り
課
�

　

（
３
４
６
）
９
８
２
４

０４２

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
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�
�
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平成１９年度ひとり親家庭医療費
助成制度所得制限額表（参考）

配偶者・
扶養義務者本　人扶養親族

等の数

２３６万円１９２万円０人

２７４万円２３０万円１人

３１２万円２６８万円２人

３５０万円３０６万円３人

１人につき３８万円加算４人以上

平成１９年度義務教育就学児医療費
助成制度所得制限額表（参考）

厚生・共済
年金加入者

国民年金
加入者など

扶養親族
等の数

５３２万円４６０万円０人

５７０万円４９８万円１人

６０８万円５３６万円２人

６４６万円５７４万円３人

１人につき３８万円加算４人以上

防
犯
リ
ー
ダ
ー
養
成
研
修
会

募
集
職
種

一
般
技
術
（
機
械
）

保

健

師

採
用
予
定

人　
　

数

各
１
人

医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度医療費助成制度

�親 ひとり親家庭
�子 義務教育就学児

ご存じですか


